
■国民健康保険税の計算
〇国民健康保険税は国保加入者数、介護保険第２号被保険者（40～64歳）の加入者数、及び旧但し書き所得金額をもとに世帯単位で計算

■前年所得による均等割額の減額
〇世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割額を減額する。 
　法令及び条例に基づく減額基準であり自動的に減額を適用するため、被保険者の申請は不要。

■均等割額軽減基準表
減額率

改正なし
７割

５割

２割

■改正により影響を受ける本市の軽減対象世帯試算 （基準日：令和８年２月27日）
区分

５割 ２割 合計
基礎課税分及び後期高齢者支援金等課税分 21 25 46
介護納付金課税分※ 10 8 18
※介護納付金課税分の対象となるのは40～64歳の被保険者
７割軽減対象世帯数＝5,089世帯
５割軽減対象世帯数＝1,490世帯
２割軽減対象世帯数＝1,348世帯

世帯数（全世帯数=17,899世帯の内）

国民健康保険税軽減判定基準の拡充について

改正前 改正後
43万円＋（一定の給与所得者等の合計数－1）×10万円
　以下

43万円＋（一定の給与所得者等の合計数－1）×10万円
+30.5万円×（被保険者数）　以下

43万円+（一定の給与所得者等の合計数－1）×10万円
+31万円×（被保険者数）　以下

43万円＋（一定の給与所得者等の合計数－1）×10万円
+56万円×（被保険者数）　以下

43万円+（一定の給与所得者等の合計数－1）×10万円+57
万円×（被保険者数）　以下

均 等 割 額

所得にかかわらず加入者数に応じて負担する保険税額

所 得 割 額

加入者の前年の所得に応じて負担する保険税額
＝＋国民健康保険税額 =
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